
 
  

入園申込みに必要なもの 
 
 認定こども園、保育園への入園を希望する方は、下記の書類をそろえて第１希望園もしくは保育課へ提出

してください。 

 申込締切日までに提出された書類等により審査します。不足書類があると受付できない場合がございます。

また、保育の必要性を判断するための書類に不備がある場合は、保育の必要性を表す点数に影響を及ぼす場

合がありますのでご注意ください。 

 

▶１．全ての方が提出する書類（１号認定～３号認定共通）  

（１） 子どものための教育・保育給付認定申請書（児童１人につき１枚） 

（２） 保険証の写し（申込する児童分のみ） 

＊被保険者証の記号・番号及び保険者番号を復元できない程度にマスキング（黒塗りなど）のうえ、

ご提出ください。 

▶２．２号認定・３号認定を受ける方が提出する書類  

（３）保育施設等の利用申込書（児童１人につき１枚） 

 （４）家庭で保育できないことの証明書等  保護者（父母等）のものを提出（児童１人につき１枚） 

（５）申込用チェックリスト（児童１人につき１枚） 

  ①～⑤は市の所定の様式 

事 由 提 出 書 類 

就 労 

＜全ての方＞ 

①「就労証明書」を勤務先で証明していただき提出してください。 

 

＜自営業の方＞ 

「事業の状況が確認できる書類」を添付してください。 

Ex)営業許可証、請負契約書、帳簿、事務所等の賃貸契約書、パンフレット、ホ

ームページ等又は直近の確定申告書の写し等。 

妊娠・出産 

母子健康手帳の写し（表紙（注）及び出産予定日が確認できるページ） 

 （注）：「交付日」・「No」・「保護者氏名」が確認できるよう写しをとってください 

＊多胎児の場合は、それぞれの母子健康手帳の写しをご提出ください 

【新規入園で児童が０～２歳児クラスの場合】 

認定期間が終了した後、原則は就労しなければ継続利用はできません。 

【新規入園で児童が３～５歳児クラスの場合】 

認定期間終了後、下の子の育児に専念することを理由に継続利用はできます

が、入所年度内に就労を開始する場合に限ります。 

疾病・障がい ②診断書及び身体障害者手帳・療育手帳の写し（所持している場合） 

介護・看護 ②診断書及び身体障害者手帳等の写し（所持している場合） 

求職活動 ③求職活動申立書 

就 学 
在籍期間が分かる書類（学生証又は在学証明書） 

月あたりの授業時間数が分かる書類（時間割など） 

その他 

＜勤務先で育児・介護休業法に基づく育休を利用している方＞ 

育児休業期間の分かる書類及び④育児休業状況届 

＜上記以外の方（地方公務員法に基づく育児休業の場合は上記に含む）＞ 

⑤申立書 

 

※下の子の育児に専念しているが、遅くとも入所月が属する年度内に就労を開始する

方が対象です。 

※新規入所の場合は、入園児童が３歳以上児の場合に限ります。 

＊状況に応じて、その他の書類の提出が必要となる場合がありますので、申し込みの際にホームページにてご確認ください。 



 
  

▶３．該当する方が提出する書類  

 （１）多子世帯届 

   令和６年４月以降、１８歳未満の児童が２人以上いる世帯において、０～２歳児クラスに第２子目以

降の児童が入園する場合は、提出してください。（同一世帯同時入園の２人目以降の場合は不要です。） 

 （２）施設等在籍状況申立書 

   ご兄姉が令和６年４月以降、障害児通所支援を利用する場合は、提出してください。（入園児童の下の

子が障害児通所支援を利用する場合も必要です。）また、障害児通所支援を利用する場合は、在籍を証明

する書類を新年度になってから必ず提出してください。 

 （３）副食費に関する補助を受けるための申請書及び委任状 

   令和６年４月以降、１８歳未満の児童が２人以上いる世帯における第２子目以降の児童で、３歳児以

上（年少クラス以上、１号認定は満３歳児以上）の児童が入園する場合は、提出してください。（同一世

帯同時入園の３人目の場合は不要です。） 

（４）在留カードの写し（両面） 

   父母及び児童（本人）、兄弟姉妹（全員）、同居の祖父母（同一敷地内、隣家含む） 

（５）税額・収入の確認できる書類 

   保護者が令和５年１月１日現在で豊橋市に住民票がない方（令和５年１月２日以降に転入した方も含

む）は、令和５年１月１日現在お住いの市町村で受け取っていただく令和５年度市町村民税課税証明書

（各種控除額の記載のあるもの）もしくは令和５年度市町村民税納税通知書、特別徴収税額通知書の提

出が必要です。また、令和５年１月１日現在、海外に居住されていた方は、令和４年中の収入が分かる

ものが必要です。 

   なお、令和６年９月分以降の保育料及び副食費の減免を決定するため、令和６年１月１日現在豊橋市

に住民票がない方は、令和６年度の市町村民税課税証明等を令和６年６月以降に園へ提出していただき

ます。 

 


